
1 

 

 

群会議の 
話 題 

2023年 11月 17日 東京土建清瀬久留米支部（部内資料） 

11 月号 TEL／042-473-8751 

第 530 号 FAX／042-473-8753 

【今月のポイント】 

☆財務省あて予算要求ハガキ 今月までの取り組みにご協力を 

☆清瀬市の経済変動対策商工業者支援事業は今月締切です 

☆持続可能な建設産業実現のための 100 万人請願署名 

１、国保組合予算要求のための財務省あてハガキ要請    今月まで   

2024年度概算
がいさん

要求の国保組合予算は総額で 2732.5億円と 2023年度予算比で 27.1億円

増となりました。私たちの国保組合に対する補助金を厚労省の要求どおり全額認めさせる

ためにも、皆さんの協力が必要です。 

厚労省の要求額を予算に反映させるためには、今回の財務省への要請が非常に重要です。

10月にシートと記入見本を配りましたが、まだ提出いただいていない方は今月必ず提出して

ください。 

２、清瀬市の経済変動対策商工業者支援事業(中小企業支援) 今月締切   

清瀬市と清瀬商工会が連携し、原油価格・物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内

事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費にかかった経費の一部に対して最大 20 万円

が給付されます。支部でも申請のお手伝いをしますので、お気軽にお問合せください。収

入の減少等の条件は無く、一人親方の個人事業主も対象です。 

■申請条件■ 

❶清瀬市に主たる事業所がある中小企業者、フリーランスを含む個人事業者 

❷今後も事業継続する意思のある方 

申請期限：令和 5年 11月 30日(水)※当日消印有効 

清瀬商工会のホームページでもご覧になれます。      

３、持続可能な建設産業実現のための 100万人請願署名   ＜重要＞   

建設業を取り巻く国交省や厚労省での議論をうけ、法改正や雇用計画の見直しが全建総

連・東京土建の方針に沿う内容とするための要求運動です。今後の関係省庁との協議にお

いても 100万人署名の取り組みは非常に重要です。 

2024年の前半の通常国会での署名採択に向け、全国の仲間の力を結集し国会請願 100

万人署名を成功させましょう。 

※衆議院・参議院それぞれに要請しますので、2枚あります。今月配布する署名を

確認ください。 
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４、第４６回住宅デー                         

秋は清瀬市の会場で住宅デーを開催します。地域のみなさんへのお誘いはもちろん、  

組合員・ご家族の皆さんも是非ご参加ください。 

［と き］11月 26日（日） 10時から 15 時 ［ところ］神山公園（清瀬市中清戸） 

※詳細は今月配布するチラシをご覧ください 

５、第５回ＫＩＹＯＫＵＲＵ俳句と川柳 １２月２０日まで投票受付中！  

たくさんの応募をいただいた俳句・川柳の投票が始まりました。今月応募作品集と投票

用紙を配布します。支部事務所にも作品を掲示しています。たくさんのご応募お待ちして

います。 

６、Ｄ‐ＬＩＦＥの配布について                    

年 3回発行される D-LIFEを、今月の群会議資料で配布します。今回から全

員配布を行わない分会があります。冊子が手元に届かない場合は、どけん共済

会ホームページの電子版を閲覧してください。   ※QRコードはこちら      

７、私たちをとりまく情勢                       

■パレスチナ「ハマス」・イスラエル戦闘 多数の民間人が犠牲に■ 

10月 7日パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織「ハマス」はイスラエル

に向け大規模攻撃を開始、これに対しイスラエルは報復の空爆攻撃をガザ地区に行い、多

数の死傷者が出ています(これまでの一連の戦闘によるガザ地区の死者およそ 11,180人、

行方不明者 3,250人、イスラエル側の死者は兵士を含むおよそ 1,200人、人質として拘束

240人)。 

グテレス国連事務総長は 10月 9日に記者会見でハマスの攻撃に対し全面的に非難し、

攻撃の即時中止とすべての人質の解放を求めると述べると同時に、イスラエルの報復攻撃

について国際人道法を厳格に守って行われなければならないと警告し、民間人や民間イン

フラの保護を求めました。グテレス事務総長は今回の出来事の背景に「56年に及ぶ長期

の占領と政治的解決が見えないこと」があると指摘し、「国連決議や国際法、過去の合意

に沿った２国家解決」を呼びかけました。 

■税収増を「国民に還元」と言うも消費税減税は期待薄■ 

政府が 11月 2日に閣議決定した新たな経済対策について、具体的には所得税から一定

の額を差し引く「定額減税」と低所得者への「給付」（所得税など定額で扶養家族を含む

1人あたり 4万円減税、住民税非課税世帯など低所得者世帯向け 1世帯 7万円の給付）、

ガソリン代では元売り事業者への補助を 24 年 4月末まで延長などを盛り込みました。 

一方、岸田首相は税収増を還元と表明しましたが、増えた税収は消費税であり国民に還

元するのであれば消費税減税での還元やインボイス中止等をすべきです。消費税減税と社

会保険料負担減、ゼロゼロ融資返済免除がない経済対策は、単に国民から物価高も含めて

徴収した消費税を大企業の法人税や富裕層の所得税を減税するだけで効果は限定的です。 
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■建設業の倒産、前年比４割増 人手不足、コロナ前上回る■ 

9月 10日、帝国データバンクが公表した建設業の倒産発生状況調査分析結果による

と、2023年に発生した建設業の倒産は、8月までに 1082件発生、既に 22年通年の件数

1204件に迫り、このペースで推移すれば年内の建設業倒産は過去 5年で最多となること

が確実としています。倒産の要因のうち、「物価高」の影響もありますが、「人手不足」に

よるものが増加しています。人手不足は複合的な要因となりますが、職人の高齢化による

離職に加え、相次ぐ労働災害による業界のイメージ、一人親方の課題として労働者の権利

が守られない偽装一人親方とインボイスの影響、他産業との比較で低賃金、長時間労働、

週休 2日制が徹底されていない状況などが挙げられます。 

８、駅頭宣伝に参加しよう！                      

（１）定例宣伝 賃金駅宣 

［と き］ 11月 24日（金）15時～16時 ［ところ］清瀬駅北口、東久留米駅西口 

（２）改憲阻止 ９の日憲法宣伝 

［と き］12月 11日（月）16時～17時 ［ところ］清瀬駅北口、東久留米駅西口 

※十分な体調管理のうえご参加ください。 

９、支部事務所の対応について                     

 支部事務所の対応は以下の通りです。引き続きご協力をお願いします。 

〇事前に電話連絡のうえ、日時を予約してからご来所ください 

〇来所の際は入口での手指の消毒にご協力ください 

１０、無料法律相談会 次回の相談日は・・１２月１３日（水）      

毎月第 2 水曜日開催の武蔵野法律事務所の弁護士による無料相談会です。仕事以外の一

般的な法律相談も可。13時、14時、15時で予約が必要です。支部事務所へ申込ください。 

１１、支部会館の窓口を閉める日程                   

以下の日程で支部窓口を閉めさせて頂きます。ご不便をお掛け致します。 

日程 時間帯 内容

11月28日(火)、12月14日(木)、12月26日(火) 終日 書記局会議


